
 

 

 

 

 

 

 

謹 賀 新 年 

旧年中は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます 

本年もよろしくお願い申し上げます 

令和６年 元旦 

 

 

 

 

◆ 賃上げ実施企業、引上げ額、引上げ率ともに 

昨年より増加 

厚生労働省の令和５年「賃金引上げ等の実態に関

する調査」結果によると、１人当たりの平均賃金

を引き上げた、または引き上げる企業の割合は

89.1％（前年同比 3.4ポイント増）、１人当たりの

平均賃金の引上げ額は 9,437円（同 3,903円増）

となりました。平均賃金の引上げ率は 3.2％（同

1.3ポイント増）で、平成 11年以降で最も高い数

値となりました。 

同調査は、常用労働者 100人以上を雇用する会社

組織の民営企業を対象とし、3,620社を抽出して

1,901社から有効回答を得たものです。 

産業別にみると、平均賃金を引き上げた、または

引き上げる企業の割合は、「建設業」が 100.0％で

最も高く、次いで「製造業」が 97.7％、「電気・ガ

ス・熱供給・水道業」が 92.9％となっています。 

平均賃金の引上げ額は、「鉱業、採石業、砂利採取

業」が 18,507円（引上げ率 5.2％）で最も高く、

次いで「情報通信業」が 15,402円（同 4.5％）、建

設業 12,752円（同 3.8％）となっています。 

 

◆ すべての企業が業績好調による賃金引上げとは

限らない 

賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素の割

合をみると、「企業の業績」が 36.0％で最も多く、

次いで「労働力の確保・定着」が 16.1％、「雇用の 

 

 

 

 

 

 

 

維持」が 11.6％となっています。 

本調査結果の通り、近年、賃金引上げを実施する 

企業が増加しています。その理由として、物価上

昇への対応や従業員のモチベーション向上、人材

確保・定着などが挙げられます。しかし、賃金引

上げを実施するすべての企業が業績好調による引

上げとは限らず、業績は改善しないが従業員の生

活を守り、人材流出を防ぐことを狙いとして実施

する企業も多いと考えられます。賃金引上げを実

施する際には、政府が掲げている賃金引上げに向

けた各種支援策等を参考にしながら慎重に検討す

る必要があるでしょう。 

 

 

賞与を支給した場合は「賞与支払届」、不支給の場

合は「賞与不支給報告書」を提出することになっ

ています。賞与の額は、年金額の算出の基礎とな

りますので、提出漏れに注意しましょう。 

●社会保険料の徴収について 

社会保険は、原則として月中で退職した場合は、

その月はカウントせず、保険料は徴収しません。

例えば 12 月 10日に賞与を支払い、12 月の月中

（12 月 30 日まで）に退職の場合、支給した賞与

からは、社会保険料を徴収しません。 

支給後に、退職を申し出た場合は、保険料を戻す

必要がありますので、注意してください。 
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賃金改定率が過去最高に 

～厚生労働省実態調査～ 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

賞与支払届の提出について！！ 

 


